
論

説
旧

ソ
連

・
ロ
シ
ア

に

お
け

る

土
地

改
革

(
2
)

藤

田

勇

二

ロ
シ
ア
に
お
け
る
土
地
私
有
化
と

コ
ル
ホ
ー
ズ

・
ソ
フ
ホ
ー
ズ
改
組

101

ω

一
九
九

↓
年

の
八
月

政
変

は
、

そ

の
年

の
七
月

に
連
邦

の
企
業
脱
国
有
化

・
私
有
化
立
法

の
基
本

原
則
制
定

に
続

い
て

ロ
シ
ア
共

和
国

の
国
有

.
自
治
体
有

企
業
私
有
化
法

が
制
定

さ
れ
、
私
有

化
政
策

が
本
格
的

に
展
開

さ
れ
る
情
勢

の
中

で
生
じ
た
。

こ
の
政
変

で
の

ソ
連

共
産
党
権
力

の
崩
塊

と
こ
れ

に
続
く

一
二
月
政
変

に
よ

る
ソ
連
邦
崩
壊

に
よ

っ
て
、
新

ロ
シ
ア
政
権

の
脱
社
会
主
義
路
線

は

一
挙

に

急
進
化

し
た
・
連
邦
崩
壊

の
直
後
、

一
二
月
二
九

日
に

一
九

九
二
年
度
企
業
私
有
化
プ

ロ
グ
ラ

ム
基
本

規
程
が
大
統
領
令

で
承
認

さ
れ
、

翌
年

一
月
二
九

日
に
は
私
有
化

の
加
速

に
関
す
る
大
統
領
令

お
よ
び
関
連
諸
規
程

に
よ

っ
て
市
場
経
済

へ
の
急
進
的
移
行

の
法
的

メ
カ

ニ

ズ

ム
が
形
成

さ
れ
る
。

こ
の
状
況

の
も

と
で
土
地
私
有

化
問
題
も
大
き
な
転
機

を
迎
え

る

こ
と
に
な

っ
た
。

一
九
九

一
年

一
二
月
二
七
日
、

ロ
シ
ア
共
和
国

に
お
け

る

「
土
地
改
革
実
現

の
緊
急
措

置
に

つ
い
て
」

の
大
統
領
令

は
、
土
地
所
有

に

つ
い
て
は
じ
め
て
「
私
有

化

図
旨

尊σ
曽
罠

ω
即
量

笛
」
概
念
を
正
面

に
か
か
げ

た
。
農
民
経
営
創

出

の
た
め

に
国
有
地

の

一
部
を
さ

い
て
農
民
的

土
地
所
有

を
創
出
す

る
と

い
う

に
と
ど
ま
ら
ず

、

い
ま
や

コ
ル
ホ
ー
ズ

・
ソ
フ
ホ
ー
ズ
等

の
集
団
農
業
企
業

の
占
め
る
国
有

地
を
積
極
的
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に

「
私
有
化
」
す

る
た
め
の
諸
措

置

の
実
施

が
目
的

と
な

る
。
土
地
私
有

化
と

い

っ
て
も
、
な
お
は
じ

め
は
主
と
し
て
農
業

用
地

に
限
定

さ
れ
て

い
て
、
工
商

業
企
業

用
地

.
宅

地
を
含

む
+
地
私
有

の

一
般
化

は
や
や
遅
れ

て
は
じ
ま
る
こ
と
に
な
る
。
し

た
が

っ
て
、
ま
ず
重

視
さ
れ
た

の
は
、
農

民
経
営
創
出

の
た
め

の

「
土
地
再
分
配
」

の
促
進

で
あ
り
、
他
方

で
は
従
来

の
主

た
る
農
業
用
地
使

用
者

で
あ

る

コ

ル
ホ
ー
ズ

・
ソ
フ
ホ
ー
ズ

の
改
組

11
解

体

の
促
進

で
あ

る
。

第

一
の
点

に

つ
い
て

い
え
ば
、

こ
の
大
統
領
令

で
は
、
①

「
保
守
的
」
と

み
な
さ
れ
た

ソ
ビ

エ
ト

・
シ

ス
テ

ム
に
か
わ

っ
て
組
織
さ
れ

は
じ

め
た
大
統
領
権
力
下

の
地
方
執
行
機
関

に
土
地
改
革

の
推
進
役
を
担
わ
せ
、

土
地
再
分
配

に
関
す

る
決
定

は
、

土
地
改
革

.
土
地
資

源
委
員
会

の
提
議

に
よ
り
地
方
行
政
府
機
関

が
行
う
も

の
と

さ
れ

た
。

そ
う
し

て
、
地
方
執
行
機
関

が
、

コ
ル
ホ
ー
ズ
貝
、

ソ
フ
ホ
ー
ズ

従
業
貝
が
支
障

な
く

コ
ル
ホ
ー
ズ

・
ソ

フ
ホ
ー
ズ
を
離

脱
し

て
農
民
経
営
を
創
設
す

る
権
利
を
実
現
す

る
よ
う
そ

の
監
督

を
保
障
し
、
国

有
地

の
売
却
や
買
取
り
権

つ
き
賃
借

の
さ

い
こ
れ
ら
離
脱
者

に
優
先
権
を
与
え

る
等

に
よ

っ
て
土
地
再
分
配
を
促
進
す

る

こ
と
を
期
待
し

た
。
②
他
方
、
農
民
経
営
を
創

設
す

る

コ
ル
ホ
ー
ズ
員
、

ソ

フ
ホ
ー
ズ
従
業

員

へ
の
土
地
分
与

の
乎
続
き
を
簡
易
化
す

る
た
め
、
す

べ
て

の
農
業
企
業

は
第

一
次
農
民

経
営
供

与
地
を
確
定

す

る

こ
と
、
企
業
指

導
部

は
農

民
経
営
創
設
申

請

か
ら

一
カ
月
以
内

に
経
営

メ

ン
バ

ー

.従
業
員

の
土
地
持
分

(財
産
持
分
も
)
を
分
与
す

べ
き

こ
と

(遅
滞
の
場
合
は
罰
金
)
を
定

め
た
。
③

ま
た

コ
ル
ホ
ー
ズ
等

か
ら

の
離
脱

者

の
土
地

(財
産
)
持
分

の
交
換

.
賃
貸
権
を
認

め
、
農
民
経
営

に
は
銀
行

か
ら

の
借
り
入
れ

の
た
め
に
土
地
を
抵
当

に
入
れ
る
権
利
を
与

え
、
さ
ら
に
、

一
九
九

二
年

一
月

一
日
よ
り
土
地
所
有
市
民

は
、
年
金
生
活

に
入
る
場
合
、
相
続

に
よ

る
土
地
取
得

の
場
合
、
農
民
経
営

創

設

の
た
め
再
分
配

フ
ォ

ン
ド

の
自
由

地

へ
移
住
す

る
場
合
、
売
却
代
金

を
農
村

の
加

工

・
商
業

・
建
設

・
サ
ー

ヴ
ィ

ス
企
業

に
投
資
す

る
場
合
、

に
は
他

の
市
民

に
土
地
を
売
却
す

る
こ
と
を
認
め
る
等
、

土
地
処
分

の
枠
を
広
げ

る
こ
と
に
よ

っ
て
土
地
取
得

へ
の
刺
激

を
強

め
る
政
策
を
と
る
。

こ
う
し

た
政
策

の
当
面

の
帰
結
と
し
て

の
農
民
経
営
形
成
状
況

は
表

1
の
と
お
り
で
あ

る
。

こ
の
表

で
は
農
民

経
営

の
平
均
農
地
面
積
が
ほ
ぼ
四
二

ヘ
ク
タ
ー

ル
規
模

で
あ

る
こ
と
は
わ
か
る
が
、

一
九
九

二
年

=

月

一
日
時

点
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表1農 民経営数

1993.1.1 ].994,1.1 1994,XO.1

182.S

7804

43

z70,0

11300

285.6

11800

41

時期 1991.1.1 1992.1.1

登録数(単 位1000)

土地面積(1000ヘ クター ル)

平均土地規模(ヘ クター ル)

4.4

181

41

49.4

2068

42

Pocc曲cKa月 φe皿epaUHHB1992r.=cTaTHcTHHecKH画

3KOHOMHKaN}KH3Hb,1994,」 輯6.に よ り作 成 。

e盟{ero皿 疎鰻K,ML.,1993,cTp.71.

表1-2廃 業農民経営数

期 間 総数(単 位1000)
同時期 の創設数

100に 対す る割合

1992年

1993・年

1994年 ・r9月

内 第一 四半 期

第二 四半 期

第三 四半 期

5.1

14.1

18,4

5.1

7.O

s.3

4

14

54

36

45

103

3KOHOMHKaH逓{H3Hb,1994,」 糧46.

で

の
調

査

に
よ

れ

ば
、

一
〇

ヘ
ク

タ

ー

ル
以
下

が
約

三

三

%

(三
分

の

一
)
、

一

一
-

二

〇

ヘ
ク

タ

ー

ル
が
約

二

〇

%

(五
分

の

一
)
、

一
=

1

五

〇

ヘ
ク

タ

ー

ル
が
約

二

五

%

(四
分

の

こ

、

五

〇
-

一
〇

〇

ヘ
ク

タ
ー

ル
が

一

三

%

、

一
〇

〇
1

二
〇

〇

ヘ
ク

タ

ー

ル
が
五

・
四

%

、

二

〇

〇

ヘ
ク

タ
ー

ル
以

上

が

二

・
三
%

と

い
う

規

模

別

構
成

で

あ

る
。

九

四

年

初

頭

(経
営
数
約

二
七
万
)
で
も

ヘ
ユ

ロ

あ

ま

り
変

わ

っ
て

い
な

い
。

二

〇

ヘ
ク

タ
ー

ル
以

下

が

半
数

以
上

を

占

め

て
お

り

、

「
フ
ァ
ー

マ
i
」
の
イ

メ
ー

ジ
か

ら

は

ほ

ど
遠

い
。

土

地

の
占

有

・
所

有

状

況

に

つ

い
て

い
え

ば
、

一
九

九

一
年

十

月

頃

の
二
万

五

〇

〇

経

営

の
調

奄

に
よ

る

と
、
相

続

可

能

な

終

身

占
有

が
五

七

(2

)

%

、

所

有

が
二

六

%

、
借

地

が

一
七

%

で
あ

っ
た
。

そ

の
後

こ

の
比

率

は

大

き

く

変

わ

る
も

の

と

み

ら

れ

る

が
、

新

し

い
デ

ー

タ

を
も

っ
て

い
な

い
。

い
ず

れ

に
し

て
も

、

農

民

経

営

の
生

産

物

が
農

業

総

生

産
物

に
占

め

(3

)

る
比
重

は

一
九
九

三
年

で
二
%

程
度

に
す
ぎ
な

い
。

農

民
経
営
数

の
中
に
は
土
地
を
耕
作
し

て

い
な

い
者
、
商
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(
4

)

品
生
産
を
目
指
し

て

い
な

い
者
も

か
な
り
含
ま
れ

て
い
る
と
指
摘

さ
れ

て

い
る
。
表

1
-
2
は
農
民
経
営
を
創
設
し

て
は

み
た
が
経
営

が
成

ノ

り

立

た
ず

に

や

め

る
者

が
相

当

数

あ

る

こ
と

を

示

し

て

い
る
。

こ

の
状

況

に

つ

い
て
は

さ

ま

ざ

ま

の
分

析

が
あ

る

が
、

こ

こ

で
は

立
ち

入

(
5

)

ら

な

い
。

こ

こ
で

は
政

権

担

当

者

の
狙

っ
て

い
る

「
改

革

」

の
方

向

を

み

と

ど
け

る

の
が
主

目

的

で
あ

る
。

第

二

の
点

に

つ
い
て

は
、

コ
ル
ホ
ー

ズ

、

ソ

フ

ホ
ー

ズ

に

一
九

九

二
年

中

に

(
一
二
月
二
九

日

の
後
述
政
府
決
定

で
は

一
九
九
二
年

一
月

一

日
ま

で
に
)
改

組

を

行

い
、

そ

の
法

的

地

位

を

「
企
業

お

よ

び
企

業

活

動

に
関

す

る
法

律

」

(
一
九
九
〇

・
一
二

・
二
五
)
に
適

合

さ

せ

て
し

か

る

べ
き
機

関

に
再

登

録

す

る

こ
と
を
義

務

づ

け

る

と

と
も

に
、

土
地

の
無

期

限

(恒
久
)
使

用
権

も

つ
ソ

フ
ホ
ー

ズ

、

コ
ル
ホ

ー

ズ
、

協

同

組

合

そ

の
他

の
農

業

企

業

の
労

働
集

団

は

、
九

二
年

三

月

一
日
ま

で

に
、

土
地

法

典

に
し

た

が

い
、
「
私

的

所
有

、
持

分
的

集

団

所
有

そ

の
他

の
所

有

形
態

」

(六
項
)
へ
の
移

行

の
決

定

を
行

う

べ
き
も

の
と
し

た
。

ま

た
、

農

業

企
業

の
従

業

員

は
他

の
従

業

員

ま

た

は
当

該

企

業

に
土

地
持

分

ま

た

は

土
地

株

を

自

由

価

格

で
売

却

で
き

る

二

三
項
)
と

さ

れ

た
。

コ
ル
ホ
ー

ズ

・
ソ

フ
ホ
ー

ズ

と

い
う

「
社

会
主

義

的

」

農

業

企
業

形
態

の
転

換

・
解

体

政

策

の
推

進

で
あ

る
。

②

こ

の
政
策

を

よ

り
具

体

化

し

た

の
が

一
二
月

二
九

日

の
政
府

決

定

「
コ

ル
ホ

ー

ズ

お
よ

び

ソ

フ

ホ
ー

ズ

の
改

組

手

続

き

に

つ
い
て
」

で
あ

る
。

こ

こ

で
は
、

コ
ル
ホ
ー

ズ

・
ソ

フ
ホ
ー

ズ

の
改

組

・
再

登

録

を

一
九

九

三

年

一
月

一
日
ま

で

と
限

定

し

、

以

下

の
よ
う

な

措

置

を

決

定

し

た
。

こ
れ

に

つ
い
て

は
、

翌

年

一
月

一
四

日

に
農

業

省

の

「
コ
ル
ホ
ー

ズ

・
ソ

フ

ホ
ー
ズ

の
改

組

に
関
す

る
勧

告
」

が

で

て
お

り

、

こ
れ

を

合

わ

せ

て

み
る

こ
と

に
し

た

い
。

①

ま
ず

、
改

組

の
実
行

の
た

め

に
、

一
九

九

二

年

二
月

一
日

ま

で

と

い
う

期

限

つ
き

で
、

共
和

国

・
ク
ラ

イ

・
州

・
自
治

州

・
自

治

区

・
地

区

は

コ

ル
ホ
ー

ズ

・
ソ

フ

ホ
ー

ズ

使

用

地
私

有

化

1ー

コ
ル
ホ
ー

ズ

・
ソ

フ
ホ
ー

ズ

改
組

共
同

委

員

会

(農
業
省
と
企
業

私
有
化
実
施

機
関

で
あ
る
国
有
財

産
管

理
国
家
委
貝
会

の
機
関

の
共
同
委
員
会
)

を
、

各

コ
ル
ホ
ー

ズ

・
ソ

フ

ホ
ー

ズ

に

は

土
地

私
有

化

と

経
営

改

組

の
た

め

の
委

員

会

(地
方
権

力
機
関
、
経
営
管

理
部
、
労
働
集

団
、
地
区
農
業
管
理
局
、

土
地
改
革
委
員
会

、
信

用
機
関

の
代
表

に
よ

っ
て
構
成
、
長

は
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コ
ル
ホ
ー
ズ
議
長
、
ソ
フ
ホ
ー
ズ
長
)
を
組
織
す

る

こ
と
と
し
た
。

②

「
改
組
」
と
は
、
農
業
省
勧
告

に
よ
れ
ば
、

コ
ル
ホ
ー
ズ

・
ソ
フ
ホ
ー
ズ
を
㈲
個
別
農
民

経
営

お
よ

び
小
企
業

に
分
割
す

る
か

(そ

の
後
に
農
民
経
営
等
は
ア
ソ
シ

エ
ー
シ
ョ
ン
ま
た
は
協
同
組
合
に
結
合
し
う
る
)、
㈲
公
開

・
閉
鎖
株
式
会
社

に
改
組
す

る
か
、
ω
あ

る

い
は
生

産
協
同
組

合

に
改
組
す

る
か
を
意
味
す

る
。

い
ず

れ

の
場
合

で
も

コ
ル
ホ
ー

ズ
等

の
メ

ン
バ
ー

の
持
分
を
も

っ
て

の
脱
退
権

は
保

障
さ
れ

る
。

政
府

決
定

で
は
、
改
組

は
企
業

・
企
業
活
動
法

に
し
た
が
う

も

の
と
さ
れ
て

い
る
が
、

こ
の
法
律

で
は
企
業

の
組
織
形
態

と
し
て
個

人
企
業
や
国
有

・
自
治
体
有
企
業
を
別

と
す
れ
ば
、
合
名

・
合
資

・
有

限

・
株
式

の
会
社
諸
形
態
を
規
定
す

る

の
み

で
あ
り
、
生
産
協

同

組
合
は
規
定

さ
れ
て

い
な

い
。
勧
告

は
こ
れ
を
補
う

意
味
を
も

っ
て
い
る
。

こ
の
点

は
翌
年
九
月

の
政
府
決
定

で
是

正
さ
れ
る

こ
と
と
な

っ
た

(後
述
)。

③

改

組

に
そ
な
え
て
、
前
記

の
地
区
私
有

化

・
改
組
委
員
会
と
経
営
内

改
組
委
員
会

は
、

コ
ル
ホ
ー
ズ

・
ソ
フ
ホ
ー
ズ

の
使

用
地
を
、

国
家

所
有

に
残
す

土
地
と
市
民

の
私
的
所
有
l

l
個
人
所
有

・持
分
的
集
団
所
有

(共
有
)
ー

ー
に
引
渡
さ
れ
る
土
地

に
区
分
す

る
。

こ
こ

で
は
同
年
四
月
制
定

の
土
地
法
典

に
定

め
る

「
合
手
的
集
団
所
有
」

(合
有
)
形
態

が
明
記
さ
れ

て

い
な

い
。

「
そ

の
他

の
所
有
形
態
」

(六

項
-
農
業
省
勧
告
六

・
三
)
と

い
う

文
言

が
あ

る
の
で
、
そ

こ
に
含
め
ら
れ

る
と
解
す

る
余
地

は
あ

る
が
、
消
極
的

取
り
扱

い
で
あ

る
。

④

コ
ル
ホ
ー
ズ

・
ソ
フ
ホ
ー
ズ
は
、
「
社
会
領
域

の
客
体
」
、
す
な
わ
ち
住
宅

フ
ォ
ン
ド
、
経
営
内
道
路
、

エ
ネ

ル
ギ
ー
保
障

・
給
水

・

ガ

ス
供
給

シ

ス
テ

ム
、
電
話
設
備

そ

の
他
を
村

・都
市

型
居
住
区

ソ
ビ

エ
ト

に
移
譲
し
う

る

こ
と

(所
有
権

建
設
融
資
返
済
債
務
は
後
者
に
)、

住
宅
そ

の
他

の
若
干

の
物
件

は

(教
育
施
設
を
除
き
)
売
却
、
賃
貸
す
る

こ
と
も

で
き
る

こ
と
が
規
定
さ
れ

た
。
農
業
省
勧
告

で
は
そ
れ

ぞ

れ

の
地
方
権
力
機
関

の

世
自
治

体
所
有
」
に

「
移
譲
も
し
く

は
売
却
」
で
き

る
と
さ
れ
、
「
移
譲
」
す

べ
き
も

の
、
「
売
却
」
す

べ
き
も

の
、

そ
れ
ら

の
場
合

の
条

件
は
改
組
委
員
会

が
当
事
者

の
同
意
を
え

て
定

め
る
、

と
さ
れ

て
い
る
。

こ
れ
は
、

コ
ル
ホ
ー
ズ

・
ソ
フ
ホ
ー
ズ

の

再
編

に
よ

っ
て
こ
れ
ら

の
客

体

の
利

用
関
係

が
再
編

さ
れ
る

こ
と
を
予
定
し

た
も

の
で
あ

る
が
、
農
村

の
社
会
的
イ

ン
フ
ラ

ス
ト
ラ
ク
チ
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(
6

)

ユ
ア
ー

の
効
果
的
作
動
能

力

の
解
体

を
促
進

し
た
も

の
と

の
批
判

が
あ

る
。

い
ず

れ

に
し
て
も
自
治
体
所
有

に
移
る
も

の
を
除
く

コ
ル
ホ

ー
ズ

・
ソ
フ
ホ
ー
ズ

の
固
定

・
流
動
資
産

が
そ
れ
ら

の
メ

ン
バ
ー

の

「
持
分
的
共
同
所
有

」

(o
a
眉
窒

岩
き

国
窒

o
o
o
o
↓
国
o
=
ぎ
o
↓
『
1
ー

こ

れ
ま
で
の
持
分
的

「集
団
所
有
」
と
い
う
用
語
が

「共
同
所
有
」
と

い
う
用
語
に
変
わ
る
)
と
な
る
と
さ
れ
る
。

⑤

コ
ル
ホ
ー
ズ

・
ソ

フ
ホ
ー
ズ

の
成
員

(年
金
生
活
者
を
含
む
ー
1
農
業
省
勧
告
で
は
兵
役
な
ど
で

一
時
的
に
不
在
の
者
も
)
は
土
地
持
分

・

財
産
持
分
を
無

償

で
取
得
す

る
権
利
を
も

つ
。

財
産
持
分

の
大
き

さ
は
労
働
寄
与

に
応
ず

る
。

土
地
持
分

は
現
物

ま
た
は
価
値
表
示

で
定

め
、
平
均
地
質

の
場
合

、
現
物

土
地
持
分

は
地
区

で
承
認
さ
れ

た
無
償
土
地
譲
渡

の
上
限
基
準
を
超
え

て
は
な
ら
な

い
。
超
え
る
部
分
は

再
分
配

フ
ォ

ン
ド

に
繰

り
入
れ
ら

れ
る
。
持
分
保
有
者

は
経
営
内
改
組
委

員
会

に
次

の
持
分
利
用
形
態

の

一
つ
を
示
し
て
申
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。

㈲
農

民
経
営
、
修
理

・
建
設

・
サ
ー

ヴ
ィ

ス

・
商

業
等

の
私
企
業
設
立

の
た
め
に
持
分
総

額
を
取
得
、
㈲
有
限

・
合
資
会

社

(↓
O
国
9Ω
唱
=
長
①
O
↓
国
O
)
、
株
式
会
社

の
設
立
出
資

と
し

て
持

分
を
譲
渡
、
ω
協
同
組
合
加
入
出
資

と
し
て
持
分
を
譲
渡
、
ω
経
営

の
他

の
従

業
員
ま

た
は
他

の
経
営

に
持
分
を
売
却
、

の
い
ず
れ

か
で
あ
る
。

最
後

の
場
合
、
買
取
り

の
な

か

っ
た
土
地
お
よ
び
経
営
物
件
は
当
該
地

域

の
住
民
…

1
三
カ
月

経
過
後

は
任
意

の
他

の
買
手

に
競
売

で
売
却

さ
れ
る
。

⑥

労
働

支
払

い
上

お
よ
び
融
資
上

の
債
務
を
弁
済
す

る
財
政
資
金

の
な

い

コ
ル
ホ
ー
ズ

・
ソ
フ
ホ
ー

ズ
は
破
産
宣
告
を
受

け
、

一
九

　

九

二

年
第

一
四
半

期

中

に
清

算

・
改

組

さ

れ

る
。

み
ら

れ

る
よ
う

に
、

こ

こ
で

の

コ
ル
ホ
ー

ズ

・
ソ

フ
ホ
ー

ズ

の

「
改

組

」
は

「
コ
ル
ホ
ー

ズ

と

い
う

も

の
」

「
ソ

フ

ホ
ー

ズ

と

い
う

も

の
」

の
解

体

を
意

味

し

て

い
た
。

翌

年

二
月

に
行

わ

れ

た

ロ
シ
ア
連

邦

コ
ル
ホ
ー

ズ

員

大

会

は
、

そ

の
決
定

(二
月

一
一一百

)
に
お

い
て

、
市

場

経

済

へ
の
移

行

や
私

有

化

一
般

に

は
賛
意

を

表

し

な

が
ら

も
、

大

統
領

令

・
政

府

決

定

に

た

い
し
、

経
営

形

態

や
改

組

期

間

の
上

か

ら

の

押

し

つ
け
、

コ
ル
ホ
ー

ズ
的

"
協

同

組

合

的

所

有

形
態

と

そ

の
他

の
所

有

形

態

と

の
、

コ
ル
ホ
ー

ズ

と

い
う

集

団

的

経

営

形
態

と

そ

の
他

の
経

営

形
態

と

の
同

権

に

か

ん
す

る
法

律

の
原

則

の
侵

犯

で
あ

り

、

コ
ル
ホ
ー

ズ

に

「
行

政
的

方

法

を

導

入

す

る

こ
と

(琵

塁

臣

o
↓
冨

屋

-
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(
8

)

唱
o
塁

零
o
)
」
を
意

味
す

る
と
し

て
厳

し
く
批
判
し
た
。

こ
れ
を

「
行
政
的
方

法

に
よ
る
私
的
所
有

の
扶
植
」
と
評
す

る
者
も

い
る
。
他
方
、

あ

る
論
者

の

コ
メ

ン
ト

に
よ
れ
ば
、

こ
の
決
定
以
来
土
地

・
技
術

・
家
畜

の
分
割

が
始
ま
る
が
、

独
立
分
与
地
取
得

に
走

っ
た

の
は
ま
ず

第

一
に
専
門
家

と
経
営
指
導
者

で
、
彼

ら
は
そ

の
地
位
を
利
用
し

て
最
良

の
播

種
地
、
新
し

い
ト

ラ
ク
タ
ー
、

コ
ン
バ
イ

ン
、
生
産
性

の

高

い
家
畜
、
経
営
用
建
物
を
取
得

し
、

つ
い
で
高
技
能
労
働
者

の
獲
得

に
走

っ
た
、
私
有
化

の
第

二
梯
団

に
入

っ
た
者

は

い
ち
じ
る
し
く

(
9

)

劣
位

の
ス
タ
ー
ト
条
件

に
立
ち
、

そ

の
結

果
、
紛
争

・
軋
礫

が
多
発
し

た
、

と

い
う

。

コ
ル
ホ
ー
ズ
貝
大
会

な
ど

の
批
判
も
考
慮

し
、

お
そ
ら
く

は

コ
ル
ホ
ー
ズ
側

か
ら

の
抵
抗
を
回
避
す

る
意
図
を
も

っ
て
、
九

二
年
三
月

六
日

の
政
府
決
定

「
ロ
シ
ア
連
邦

に
お
け
る
農
業
改
革

の
進
行

と
発
展

に

つ
い
て
」
で
は
、
九

一
年

一
二
月
二
九

日
政
府
決
定

の

「
補
充
」

と
し
て
、

コ
ル
ホ
ー
ズ

・
ソ

フ
ホ
ー
ズ
等

の
労
働
集
団

の
決
定

に
よ
り

「
従
来

の
経
営
形
態
を
維
持
す

る
」
場
合

が
み
と
め
ら
れ
た
。

コ

連

の
地
域

で
」
土
地
私
有
化
目
コ
ル
ホ
ー
ズ

・
ソ
フ
ホ
ー
ズ
改
組
委
員
会

の
組
織
化

が
弱

い
こ
と
を
考
慮

し
て
、
改
革
を
進

め
る
た
め
に
「
農

業
商

品
生
産
者

に
特
恵

的
信
用
供
与

の
手
続
き
を
定

め
る
」
等

の
措
置
と
並

ん
で
と
ら
れ
た
措
置

で
あ

る
。
そ
う
し

て
、

一
九
九

二
年
九

月

四
日
に
あ

ら
た
め
て

「
コ
ル
ホ
ー
ズ

・
ソ
フ
ホ
!
ズ
改
組
と
国
有
農
業
企
業

の
私
有

化

の
規
程
」

(政
府
決
定
)
が
制
定

さ
れ
、
若
干

の

手
直

し
が
行

わ
れ
る
。

こ
こ
に

い
う
国
有

農
業
企
業

と
は
、

旧
ソ

フ
ホ
ー
ズ
以
外

の
農
業
企
業

(育
種

・
実
験

・
教
育
実
習
農
場
な
ど
)
で
、

こ
れ
に
は

「
改
組
」
で
は
な
く

「
私
有
化
」
概
念

が
適

用
さ
れ
、
そ

の
手
続

き

が
規
定

さ
れ
た

(も

っ
と
も
、

コ
ル
ホ
ー
ズ
財
産
に
つ
い
て
の

コ
ル
ホ
ー
ズ
員

の
持
分
決
定
も
し
ば
し
ば

「
私
有
化
」
と
よ
ば
れ
る
が
、
性
格
は
異
な
る
)。

こ
の
決
定

で

の
手
直
し
と

い
う

の
は
、

コ
ル
ホ
ー
ズ

・
ソ
フ
ホ
ー
ズ

の
改
組
形
態

に

つ
い
て
企
業

・
企
業
活
動
法
規
定

の
企
業
形
態

の

ほ
か
に
農
業
生
産
協
同
組
合
を
加
え

た
点
、
土
地
所
有

形
態

に

つ
い
て
は

「
土
地
法
典

の
規
定
す

る
所
有
形
態
」

と
し

て
合
有

形
態
等
も

含

む

こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
点

(九
条
)
、
農

民
経
営
創

出

の
場
合

に
は
土
地
現
物
持

分
を
も

っ
て
離
脱

で
き
る

こ
と
を
明
記

し
た
点

(
一

七
条
)
、

ま
た
、
改
組

に
あ
た
り
、
農
村

地
域

に
お
け
る
教
育

・
保
健

・
文
化

・
商
業

・
社
会
給
食

・
生
活

サ
ー

ヴ
ィ

ス
等

の
領
域

で
働
く
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者

に
も

土
地
取
得

の
権
利

が
認

め
ら

れ
た
点
な

ど
を
含

む
が
、

こ
こ
で
特

に
留
意
し

た
い
の
は
、
三
月

の
政
府
決
定
を
う
け

て

コ
ル
ホ
ー

ズ

.
ソ

フ
ホ
ー
ズ

の
労
働
集

団

が

「
従
来

の
経
営
形
態

の
維
持
」
を
決
定
し

た
場
合

の
規
定

を
お

い
て
い
る

こ
と
で
あ

る
。
そ

の
場
合

に

は

「
現
行
法

に
し

た
が
う

土
地
供
与
」
を
う

け

る
が
、

コ
ル
ホ
ー
ズ
員
等
は
、
農
民
経
営

の
組

織

の
た
め
に
、
労
働
集
団
や
管
理
部

の
同

意
な
し

に
土
地

・財
産
持
分

を
も

っ
て
離
脱
す

る
無
条
件

の
権
利
を
保
障
さ

る
べ
き

で
あ

る
と

い
う

点

が
強
調

さ
れ
て

い
る

(五
条
二
項
)
。

こ
の

「
従
来

の
経
営
形
態
」

に

つ
い
て
は
、

土
地
所
有
関
係

と

い
う

観
点
か
ら
み
る
と
、
事
態

の
流
動
性
、
諸
勢
力

の
妥
協
と
も
絡

ん
で

必
ず

し
も
明
瞭

で
な

い
点

が
あ

る
。

規
程

の
五
条

一
項

で
は
、

コ
ル
ホ
ー
ズ
は
、

改
組

の
さ

い
(以
下
ソ
フ
ホ
ー
ズ
は
捨
象
す
る
〉
、
農
民
経
営
お
よ

び
そ

の
連
合
体
、
株
式
会

社
、
有

限

.
合
資
会
社
、
農
業
生
産
協
同
組
合

を
選
択
す

る
と
規
定

し
て

い
る
。
そ

の
上

で
第

二
項

で

「従
来

の
経
営

形
態

の
維
持
」
を

決
定

し
た
場
合

を
特

に
規
定
し

て

い
る

の
で
あ

る
か
ら
、

「従
来

の
経
営
形
態
」
と
は

一
項
列
挙

の
経
営
形
態

と
は
異
な
る
も

の
と
解
さ
れ

う

る
。

と

こ
ろ
が
、

一
九
九
三
年

一
月
四

日
に
農
業

・
食
糧
省

が
だ
し

た

「
従
来

の
経
営
形
態
を
維
持
す

る

コ
ル
ホ
ー
ズ

の
定
款
を
現
行

法

に
適

合
さ
せ
る
た
め

の
勧
告
」
前

文
に
よ

る
と
、

コ
ル
ホ
ー
ズ

は

「
法
令

に
し

た
が
え
ば
農
業
生
産
協
同
組
合

の

一
形
態
」

で
あ
る
、

し
か
る

に
多
く

の

コ
ル
ホ
ー
ズ

で
は

い
ま
な

お
協
同
組
合
原
理

が
適
用
さ
れ

て

い
な

い
、
そ

こ
で
、

「
従
来

の
経
営
形
態

を
維
持
す

る
」
コ

(
10

)

ル
ホ

ー

ズ

の
定

款

に
農

業

生

産

協

同

組

合

の
特

徴

が
完

全

に
表

現

さ

れ

る
よ

う

に
勧

告

す

る
、

と

な

っ
て

い
る
。

「
勧

告

」

が
法

令

に
し

た

が
え

ば

「
農

業

生

産

協

同

組

合

の

一
形
態

」

で
あ

る

と

い

っ
て

い
る

に

つ
い
て

は
、

ま

ず

ソ
連
時

代

の
連
邦

法

で
あ

る
協

同

組

合
法

(
一
九
八
八

・
五

・
二
六
)
三

三
条

一
項

な

ど

(な
お
連
邦
法

「
民
事

立
法

の
基
本
原
則

[
一
九
九

一
・
五

・
三

一
]
」
も
)

が
想

起

さ
れ

る

が
、

そ

こ

で
は

コ

ル
ホ
ー

ズ

に

つ

い
て
は

持

分

フ

ォ

ン
ド

は

コ
ル
ホ
ー

ズ

財
産

の

一
部

に
限

定

さ

れ

て

い
た
し
、

そ

も

そ

も

協

同

組

合

が
土

地
所

有

権

を

も

つ
こ
と

は

予
定

さ

れ

て

い
な

か

っ
た
。
そ

こ
で

ロ
シ

ア

土
地

法

典

を

み

る

と
、
既
述

の
よ
う

に
、
「
コ
ル

ホ
ー

ズ

そ

の
他

の
農
業

生

産

協

同
組

合

」

の
土

地

は
市

民

(
こ
れ
ら

の
企
業

の
メ

ン
バ
ー
)

の
共

有

な

い
し

合
有

と

い
う

形
態

を

と

り
う

る
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こ
と

(八
、
九
条
)
、
ま
た

コ
ル
ホ
ー
ズ

・
農
業
協
同
組

合
自
体
が
土
地
所
有
権
主
体

と
な

る
場
合

(六
九
条
)、

土
地
所
有
権
を
取
得
す

る

こ
と
な
く
無

期
限

(恒
常
的
)
使

用
権

に
も

と
つ

い
て
土
地
を
占
有

・
使
用
す

る
場
合

二

二
条
)

の
あ

る

こ
と
が
規
定
さ
れ

て
い
る
。

こ

の
か
ぎ
り

で
は
、

コ
ル
ホ
ー
ズ
と
農

業
生
産
協
同
組
合

と
は
区
別
さ
れ

る
と

こ
ろ

は
な

い
。
し

た
が

っ
て
、

コ
ル
ホ
ー
ズ

が
事
実
上
ま

だ

法
令

の
予
定
す

る
よ
う
な

経
営
形
態

に
な

っ
て

い
な

い
場
合

に
是
正
勧
告

が
な
さ
れ
る

の
は
理
解

で
き

る
が
、

コ
ル
ホ
ー
ズ
を

「
改
組
」

し
て
農
業
生
産
協
同
組
合

と
す

る

と

い
う

こ
と
は
、

コ
ル
ホ
ー
ズ

の
解
体

に
よ
り
複
数

の
小
規
模
な
協
同
組
合

が
で
き
る
場
合

と
で
も
解

す

る
ほ
か
は
な

い
。

つ
ぎ

に
、
規
程
五
条

二
項

は
、
「
従
来

の
経
営
形
態
を
維
持
」
す

る
場
合

に
も
、
農
民
経
営

の
組
織

の
た
め

に
メ

ン
バ
ー

が
土
地
持
分
を

も

っ
て
離
脱
す

る

こ
と
を
保
障
す

べ
き

こ
と
を
規
定
し

て

い
る

の
で
あ

る
か
ら
、
前
記

土
地
法
典

一
二
条

の
場
合

は
該
当
し
な

い
。
九

一

年

一
二
月

の
大
統
領
令

お
よ

び
政
府

決
定

は
九
三
年

一
月

一
日
ま

で
に

一
二
条

ケ
ー

ス
の

コ
ル
ホ
ー
ズ
等

は

「
私
的
所
有
、
持
分
的
集
団

所
有

そ

の
他

の
所
有
形
態
」
に
移
行
す

べ
き

こ
と
に
な

っ
て
お
り
、

そ
れ
を
変
更
す

る
と

い
う

の
で
は
な

い
よ
う

で
あ

る
。
し

た
が

っ
て
、

「
従

来

の
経
営
形
態
」
を
維
持
す

る

コ
ル
ホ
ー
ズ

に

つ
い
て

「
勧
告
」
が
土
地
持
分

に
関
す
る
定
款

の
規
定

の
仕

方
を
勧
告
し

て

い
る
の
は
、

土
地

の
持
分
的
集

団
所
有

と
合
手
的
集

団
所
有

の
形
態

を
と
る
場
合

の
み
で
あ

る

(そ
れ
以
外
の
場
合
は
持
分
は
土
地
以
外
の
経
営
資
産
に
か

か
わ
る
)。
し

か
し
、
規
程
八
条

は

「
改
組
さ
れ
る
」
コ
ル
ホ
ー
ズ

に
お

い
て
は
土
地
持
分

が
特
定

さ
れ
る
と
な

っ
て

い
る
か
ら
、
「
従
来

の

経
営

形
態
」
を
維
持
す

る
場
合

を

「
改
組
さ
れ
な

い
」
場
合

と

み
る
と
す

れ
ば
、

そ

の
場
合

は
土
地
持
分

は
特
定
さ
れ
な

い
こ
と
と
な

る
。

し
か
も
離
脱

の
さ

い
は
土
地
持
分
を
も

っ
て
で
る
こ
と

が
保
障
さ
れ
る

と
い
う

の
で
あ
れ
ば
、

土
地
が
合
手
的
集
団
所
有
形
態
と
な

っ
て

い
る

こ
と
を
前
提

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
土
地
持

分
を
も

っ
て
の
離

脱
は
農

民
経
営

を
組
織
す

る
場
合

に
特
定

さ
れ
て

い
る

が
、

そ

れ
以
外

の
場
合

に
も
価
値

的
持

分
分
与

は
排

除
さ
れ
な

い
(「勧
告
」
)
。

コ
ル
ホ
ー
ズ
そ
れ
自
体

が
土
地
所
有
権
主
体

と
な

る
場
合

(土
地
法

典
六
九
条
)
を
想
定
し

た
と
し

て
も
、
上
述

の
点
か
ら

い

っ
て
、
そ
れ

は
、
も

は
や
伝
統
的
な
意

味

で
の

「
コ
ル
ホ
ー
ズ
的

所
有
」
で
は
な
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1993.7.1

23365

91

7862

34

307

11153

1973

364

931

61835

2151

表2コ ルホーズ ・ソフホーズの改組

1992.1.11993.1.1

再登録経営数

全数

再登録比率%

従来の地位 を維持

全数

再登録数に対する比率%

再登録において創出された新 し

い経営形態

公開株式会社

有限会社 ・合資会社

農業協同組合

企業 ・組織の副業経営

農民経営協会

農民経営

その他

10590

42

4515

43

30s

3773

608

296

681

2726

1349

19719

77

6990

35

328

8551

1662

347

748

43590

2062

PoccH曲cKanΦe双epaHHHB1992roAY

1993,cTp.70.

:CTaTHCTHqeCKH曲e}KrO双HHK,ハ 亀。,

く

、

合

有

関
係

の
論

理

の

一
側

面
を

指

す

に
と

ど

ま

る

こ
と

に
な

ろ

う
。

こ
う

し

て

み
る

と
、

土

地

所
有

関
係

に

つ

い
て

「
従

来

の
経
営

形

態

」

を
維

持

す

る

コ

ル
ホ

ー

ズ

の
特

殊

性

は
な

に
か

と

い
う

点

が
必
ず

し

も

明
瞭

で
な

い
。

そ

れ

に
も

か

か

わ
ら
ず

、
別
掲

統

計

な

ど

で
は

、
「
従

来

の
地

位

を

維
持

」

す

る

コ

ル
ホ
ー

ズ

・
ソ

フ
ホ
ー

ズ

と

農
業

生

産

協

同

組

合

と

は

明
ら

か

に
区

別

さ

れ

て

い

る
。

比

較

的

最
近

の
あ

る
論

者

の
説

明

で
は
、

一
九

九

四

年

初

頭

、

三

五
%

の
農

地

が

「
従
来

の
地

位

を

維

持

」

し

た

コ
ル
ホ
ー

ズ

・
ソ

フ
ホ

ー

ズ

に

の

こ
り

、

そ

こ
で

は

「
土

地

の
合

手

的

共

同

所
有

(o
O
眉
駕

8

窪

㊥
o
岳

窒

o
o
O
o
↓
切
o
塁

o
o
↓
『
)
」
が
う

ち

た

て

ら

れ

て

お
り
、

四

九

%

の
土

地

が
株

式

会

社

、
有

限

・
合

資

会

社

、

農

業

協

同
組

合

等

の
形

態

に
転

換

し

、

そ

こ
で

は

「
土

地

の
持

(
11

)

分
的
共
同
所
有
」

が
形
成
さ
れ

て

い
る
、

と

い
う

。
他

方
、
表

3

の
デ
ー
タ

で
み
る
と
、
「
従
来

の
地
位

を
維
持
」

す
る
場
合

と
農
業
生
産
協
同
組
合
と
を
区
別
す

る
点
な
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表3農 地所有比(1993年1月1日 現在)

所有形態 100万 ヘ ク ター ル iO

1国 有

2集 団所有

従 来の地位 を維持す る経 営

コルホーズとして登録 されたソフホーズ

公開株 式会社

有限責任会社

その他 の経営

3私 的所有

私的農民経営(18万4000)

農 業協 同組合

小畜産協 同組合

個 人副業 経営(約2000万)

菜 園 ・果樹 園(約4000万 都 市住民 の)

住 宅 ・別荘

4自 治体所 有

73.7

×02,s

16.5

1.2

1.3

77.3

6.5

17,7

6.6

3.4

0.5

5.5

1,4

0,2

27,4

33.3

4fi.4

7,4

0.5

0.6

34.9

2.9

8.0

3.0

1.S

O.2

2.5

0.s

O.1

12,4

WorldBankDiscussionPapers:LandReformandFarmRestructuringinR
ussia,1994,

p.42.よ り(国 家 統 計 委 員 会 ・国 家 土地 委 貝 会 べ 一 ス の 農 業 研 究 所 の デ ー タ)
。 こ こ で 農 業

協 同 組 合(agriculturalcooperatives)と さ れ て い る も の の 性 格 は 不 明
。 農 民 経 営 に つ い て

は 表1の 数 値 と 異 な る。

ど
で
は
共
通
し
て

い
る
が
、
農
地
所
有

面
積
比

で
は
か

な
り
隔
た

っ
て
お
り
、
「
従
来

の
地
位
を
維
持
」
す

る
場

合

の
解
釈

に
差

が
あ
る

こ
と
が
推
測

さ
れ

る
。

そ
も
そ
も

コ
ル
ホ
ー
ズ
経
営

は
す

で
に
八
〇
年
代
末

か
ら
さ
ま
ざ
ま

の
変
動
を
経

て
お
り
、
経
済
改
革
以
前

の
旧

コ
ル
ホ
ー
ズ
と
は
異
な
る
。
土
地
改
革
諸
法
令

は
、

「
そ

の
多

く

が
矛
盾
し
あ
う

方
向

で
排

斥

し
あ

っ
て

い

(
12

)

る
法
的

諸
規
範

の
折
衷
的
総
体
」
と

い
う
特
徴

づ
け

が

行

わ
れ
る
よ
う
な
性
格
を
帯

び

て
お
り
、
し
た
が

っ
て

解
釈
も

一
様

で
な

い
。

こ
こ
で
も
同
様

の
こ
と
が

い
え

そ
う

で
あ

る
。

そ
う
し

た
問
題

は
残
し
た
ま
ま
、
「
従
来

の
経
営

形
態

を
維
持
」
す

る
場
合

が
特

に
規
定

さ
れ

た
こ
と

の
含
意

を
さ
ぐ
る
と
す

れ
ば
、
そ

こ
に
は
、

コ
ル
ホ
ー
ズ

の
改

組

が
九

一
年

一
二
月
政
府
決
定

の
枠
組

み
で
は
容
易

で

は
な

い
こ
と
を
念
頭

に
お
き
、
農
民
経
営

・
小
農
業
生

産
協
同
組
合
等

に
は
分
解
さ
れ
ず

に
経
営
組

織
的

に
従

来

の

「
コ
ル
ホ
ー
ズ
」

と
し

て
の
枠
組

み
を
維
持
す

る
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も

の
に

つ
い
て
・
改
組

形
態

の
選
択

が

い
く
ら
か
広
げ
ら
れ

る
と

い
う
外
観
も
与

え
、
転
換

の
テ

ン
ポ
を
よ
り
ゆ
る
や
か
な
も

の
す

る
と

い
う
意
図

が
読

み
と
れ

る
よ
う

に
思

わ
れ
る
。

小
林

理
人
氏

に
よ

れ
ば
、

ロ
シ
ア

の
土
地
改
革

に
は

「
多
様
な
経
営
形
態
、
所
有
形
態

の

併
存
」
と

い
う

ス

。
ー
ガ

ン
で
表

さ
れ
る

穗

健
改
革

派
L

の
ア
ブ

〒

チ

と
、
集
団
霧

の
か
な
り

の
部
分
を
解
体
し
て
土
地

.
資
産

を

再

分

配
す

る

こ
と

を

目
指

す

「
よ

り
急

進

的

な
」

ア
ブ

・
ー

チ

と

の

三

つ
の
ア
プ

ロ
ー

チ

が
混

在

L

し

て

い
る

と

い
、つ
が

、

そ
、つ
し

　
お
　

た
視
点

か
ら

上

述

の
問

題

を
再

検

討

し

て

み
る

課
題

が

の

こ
さ

れ

る
。

こ
う

し

て
・

一
九

九

三
年

七

月

一
日
ま

で

に
改

組

・
再

登

録

し

た

コ
ル
ホ
ー

ズ

・
ソ

フ

ホ
ー

ズ

の
改

組

形

態

を

み
る

と
表

2

の
よ
う

に

な

る
・

む
ろ

ん
・

登

録

に
し

た

が
う

分

類

で
あ

っ
て
、
変

化

が
形

式

的

な
も

の
に

と

ど
ま

る

か
、

実
質

的

変

化

が
生

じ

て

い
る

か
は
別

個

の
検
討

を

要

す

る
。

な

お
、

一
九

九

三

年

一
月

一
日
現

在

の
農

地

所

有

形
態

比

に

つ

い
て
は
、

表

3

の
デ

ー

タ

が
あ

る
。

三

土
地
私
有
の

一
般
化
と
土
地
市
場
形
成

D

土
地
所
有

制
改
革

は
も
と
も
と
農

業
危
機

の
克
服
と

い
う
観
点
か
ら
出
発

し
た
も

の
で
、
土
地
私
有
化
も

コ
ル
ホ
ー
ズ

.
ソ
フ
ホ

ー
ズ
改
組
も
農
民
的

土
地
所
有
、
農
業

企
業

の
共
同

土
地
所
有

の
創
出
を
主
要
課
題
と
し

て
推
進
さ

れ
て
き

た
。

し
か
し
同
時

に
、
経
済

体
制
を

「市
場

経
済

」
に
転
換
す

る
と

い
う
路
線

に
し

た
が

っ
て
、
前
稿

で
検
討
し

た
企
業

の
私
有
化

や
住
宅

の
私
有
化

(
一
九
九

一
.七
.

四

ロ
シ
ア
共
和
国
住
宅
フ
ォ
ン
ド
私
有
化
法
)
が
進
展
し
、
商
品

・資
本
市
場
、
労
働
力
市
場
と
な
ら
ん
で
土
地

(不
動
産
)
市

場

の
形
成

が

急

が
れ
る
に
と
も
な

い
、
土
地
私
有

化

は
農
業

の
領
域
を

こ
え

て
拡
大
さ
れ
、

一
般
化
さ
れ
る
よ
う

に
な

る
。

一
九
九

二
年
三
月
二
五
日

の

「国
有

.
自
治
体
有
企
業
私
有
化

の
さ

い
の
市
民

・
法

人

へ
の
土
地
売
却

に

つ
い
て
」

の
大
統
領
令

お
よ
び
同
年
六
月

一
四

日

の

「国

有

・
自
治
体
有

企
業

の
私
有
化
、

こ
れ
ら

の
企
業

の
拡
張

・
追

加
建
設

の
さ

い
の
土
地
売
却
お
よ
び
企
業
家
活
動

の
た
め

に
市

民

.
市
民

団
体

に
供
与
さ

れ
た
土
地

の
売
却
手
続

き
」

(大
統
領
令
で
承
認
)
は
、

一
九
九

二
年
度
私
有

化
国
家
プ

ロ
グ

ラ

ム
基
本
規
程

に
し
た
が

い
、
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市
民

・
法
人

に
、
企
業
私
有

化

の
さ

い
に
企
業
用
地

の
所
有
権
を
取
得
す

る
権
利
を
与
え

た
。

六
月

一
四

日
の
上
記

土
地
売
却
手
続

規
程
は
、
競
争

入
札

・
投
資
入
札

・
競
売

に
よ
り
私
有

化
さ
れ
た
国
有

・
自
治
体
有
企
業

の
所

有

者

は
、
当
該
企
業

の
用
地

の
買
手

と
な

っ
て
こ
れ
を
所
有
す

る
か
、
ま

た
は
買
取
り
権

つ
き

で
賃
借

し
う
る

こ
と
と
し
た
。
私
有
化
法

に

お

い
て
買
手
と
認
め
ら
れ
る
す

べ
て
の
自
然
人

・
法

人
は
土
地

の
買
手

と
な
り
う

る
。
そ

の
さ

い
、
外
国

人
、
外
国
法

人
も

土
地

の
買
手

と
認
め
ら
れ

た
こ
と
は
、
外
国

人

の
土
地
所
有
を
認

め
な

い
土
地
法
典

(七
条
)
の
立
場

の
変
更

で
あ

る
。
私
有

化
過
程

で
国
有

・自
治
体

有

企
業

の
改
組
方
式

で
創

設
さ
れ
た
公
開
株
式
会
社

の
場
合

は
、
国
家

・
地
方

ソ
ビ

エ
ト
保
有

株
式

の

一
〇
〇
%
売
却
後
、
所
定

の
手
続

に
し
た
が

い
そ
れ
ら

の
用
地

の
所
有
権

を
取
得

で
き

る

こ
と
に
な

る
。
な

お
、
私
有
化
企
業

の
所
有
者

に
は
、
企
業

の
拡
張

や
追
加
建
設

の
た
め

に
も
、
入
札

・
競
売

に
よ

っ
て
土
地

(使
用
権

・賃
借
権

の
つ
い
て
い
な

い
)
を
買

い
取
る

こ
と

が
で
き
る
と
し
、

ま
た
企
業
家
活
動

の
た
め

に
以
前

に
土
地

の
恒
常
的
使

用
権

、
賃
借
権
を
取
得

し
て

い
た
市
民

・
団
体
も
そ
れ
を
買

い
取

っ
て
所
有

地
と
す

る

こ
と
が
で
き

る
よ
う

に
な

っ
た
。
土
地

の
売
手

は
む
ろ
ん
国
家

と

い
う

こ
と
に
な

る
が
、
具
体
的

に
は
そ
れ
ぞ
れ

の
ソ
ビ

エ
ト

に
授
権

さ
れ
た
機
関

と

規
定

さ
れ

て

い
る
。
企
業

私
有
化

に
と
も
な
う

土
地
売
却

で
は
企
業

の
資
産
評
価
、

土
地
価
格
、
そ

れ
ら

の
関
連
な
ど
が
問
題
と
な

る
。

い
ま

だ
市

場
経
済

の
も
と

で
の
価
格

形
成

が
存
在

し
な

い
条
件

の
も

と

で
の
価
格
決
定

と

い
う

面
倒
な
問
題
を
含

む
が
、

こ
こ
で
は
立
ち

入
ら
な

い
。

こ
う

し

た
大
統
領
令

(行
政
権
の
長
の
命
令
)
に
よ
る
土
地
私
有
拡
大

に
対
応
し

て
、

一
九
九

二
年

一
二
月
九

日
に
憲
法

の
改

正
が
行

わ

れ
る
。

土
地
所
有

形
態
と
し

て
私
的

所
有

(法
人
、
お
よ
び
市
民

の
)
、
集

団
的
所
有

(合
有
、
共
有
)
、
国
家
所
有

、
自
治
体
所
有

お
よ
び
社

(
14

)

会
団
体

の
所
有

が
憲
法
的

に
認
証

さ
れ
る

こ
と

に
な

る
。
ま
た
、
土
地
売

買
に

つ
い
て
は
、
制
限
解
除
ま

た
は
制
限
期
間
短
縮

(三
年
)

の

要
求

に
こ
た
え

て
、
所
有
権

取
得
者

が
、
個
人
副
業

経
営
、
別

荘
経
営
、

果
樹
栽

培
、
個

人
住
宅
建
設

の
た
め
に
自
然
人
お
よ
び
法

人

に

土
地
を
契

約
価
格

で
譲
渡
す

る

(そ
の
使
途
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
)
こ
と
が
認
め
ら
れ
、

ま
た
そ

れ
以
外

の
場
合

は
農
民
経
営
地
を
含
め

て
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す

べ
て
、
無
償

で
所
有

権
を
取
得

し
た
土
地
に

つ
い
て
は
十
年

の
売
買

モ
ラ
ト
リ

ア

ム
は
維
持

さ
れ
る
が
、
有
償

で
所
有
権
を
取
得
し
た

土
地

に

つ
い
て
は
そ
れ

が
五
年

に
短
縮

さ
れ
る

こ
と
と
な

る

(
一
二
条
)
。
そ
う
し

て
、
土
地
売

買
問
題
決
定

に

つ
い
て
定

め
ら
れ

て
い
た

特
別
手
続
き

(人
民
投
票
ま
た
は
議
会

の
特
別
多
数
決
)
は
廃

止
さ
れ

た
。
し
か
し
な

お
土
地
処
分

の
可
能
性

は
部
分
的

な
も

の
に
と
ど
ま
り
、

当
面

の
売
買
制
限
は
除
去
さ
れ

て

い
な

い
。

憲
法
改
正

に
と
も
な

い
、

一
九
九

二
年

一
二
月

二
三

日

の
法
律

に
よ
り
、
都
市

・
都
市
型
居
住
区

・
農
村

に
お

い
て
、
市

民
が

「
個
人

副
業
経
営
、
別
荘
経
営
、
果
樹
栽

培

・
個

人
住
宅
建
設

[
お
よ

び
経
営
用
建
物
]

の
た
め

に
」

土
地
を
私
的
所
有

と
し

て
取
得

し
、
ま
た

こ
れ
を
同

一
の
用
途

に
か
ぎ

っ
て

(法
律
に
別
段
の
定
め
な
き
か
ぎ
り
)売

却
す

る
権
利

が
規
定
さ

れ
た
。
翌
年
四
月
二
三

日

の
大
統
領
令
「
市

民

へ
の
土
地
分
与

(=
智
。
詣
o
塁

o
)
に
関
す

る
追
加
的
措

置
」
は
、

こ
れ

の
実
施
促

進
諸
措
置
を
指

示
し
た
。

こ
こ
で
留
意
す

べ
き
は
、
土

地
私
有

化
拡
大

の
も
う

一
つ
の
方
向

と
し

て

の
宅
地

の
私
有
化

で
あ

る
。

こ
れ
は
、
住
宅

の
私
有
化

問
題

と
と
も

に
別

に
考
察
す

る

こ
と

に
し

た

い
が
、

ご
く
簡

単

に
触

れ
て
お
く
。
宅
地

の
私
的
所
有

は
、

一
般
的

に
は

一
九
九

一
年
末

の
土
地
改
革
法
改
正

で
ス
ト

ッ
プ

が
か

け
ら
れ
、
農
業
経
営
、
農
業
関
連
活
動
と
結

び

つ
く

か
ぎ
り

で
認

め
ら
れ
て
き
た
と
み
ら
れ
る

(土
地
法
典
七
条

一
項
)
。

一
九
九

二
年

一
二

月
九

日

の
憲

法
改

正
お
よ
び
前
記
法
律

で
も
、
宅
地
私
有

は
農
民
住
宅
、
農
村
地
域

お
よ
び
そ
れ
に
近
接
す

る
都
市

近
郊

で
の
個

人
副
業

経
営

・
菜
園

・
果
樹
栽

培

・
家
畜
飼
育
従
事
市
民

の
住
宅
建
設
を
念
頭

に
お

い
て

い
る
と
み
ら
れ

る
。
都
市
住
宅
は

こ
れ
ま
で
基
本
的

に

は
国
有

・
自
治
体
有
集

A
口
住
宅

で
あ

っ
て
、

そ

こ
で
主

と
し

て
問
題

と
な

る
の
は
そ

の
中

の
区

分
と
し

て

の

「
住
宅
」

(住
宅
領
域
)

の
私

有
化

で
あ

っ
た
。
た
だ
、
都
市

に
も
住
宅
建

設
協
同
組
合

の
集

合
住
宅

が
あ
る
。
こ
の
場
A
口
は
土
地
法
典

に
よ
り
土
地

の
無
期

限

(恒
常
的
)

使
用
権

が
認
め
ら
れ
て

い
た
。

だ
が
、

一
九
九

二
年

一
二
月
二
四

日
の

「
連
邦
住
宅

政
策

の
基
本
原
則

に
関
す
る
」
法
律

で
は
、

一
般

的

に

「
住
宅
建
設
権
者
」
と
し
て

の
市
民

・法

人
に
土
地
所
有
権
取
得
を
認
め

て

い
る

(二
二
条
)
。

こ
の
場
合
、
市
民

の
住
宅
所
有

は
数
量

・

規
模

・
価
値

に
お

い
て
無
制
限

と
さ
れ
て

い
る

の
で

(
一
九
条
)
、
市
民
は
、
住
宅
建

設
協
同
組
合
を
含
め

て
、
住
宅
建
設
を
行
う

と

い
う
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形

で
土
地
私
有

を
拡
大
す

る

こ
と
が
で
き

る
よ
う

に
な

る
。

こ
う

し
て
土
地
私
有

の
領
域

は
、
農
業
改
革

と
関
連
す

る
範

囲
か
ら
企
業

用
地
、

る
。

住

宅

用
地

へ
と

拡

大

し

、

一
般

化

し

て
ゆ

く

の
で
あ

②

ロ
シ
ア

の
土
地
改
革

は
、

土
地

の
私
有
化

と

コ
ル
ホ
ー
ズ

・
ソ
フ
ホ
ー
ズ

の
解
体
再
編
段
階

に
入

っ
て
か
ら
も
、
土
地
売
買

の
モ

ラ
ト
リ
ア

ム
に
よ

っ
て
土
地
商
品
化

.
土
地
市
場
形
成

の
段
階

へ
の
進
展

を
は
ば
ま
れ
て

い
た
。
そ
れ

に
よ

っ
て
土
地

の
私
的
所
有
権

の

所
有
権

と
し

て
の
完

成
も

は
ば
ま
れ

て
き

た
。
土
地
売
買

の
自
由

は
土
地
所
有

の
不
均
等
を
も
た
ら
す

と

い
う
反
対
意
見

が
こ
れ
を
は
ば

ん
で
き

た
わ
け

で
あ

る
が
、
急
進
的

な
市
場

経
済
移
行
政
策

に
よ

っ
て

「
粗
野
な
資
本
蓄
積
」

過
程
が
進
行

し
、
も
し
土
地
売
買

が
自
由

化

さ
れ
た
場
合

に
は
、

一
部

の
新
富
豪
、
あ

る

い
は

い
わ
ゆ
る

「
ノ
メ

ン
ク
ラ
ト

ウ
ー

ラ
的

マ
フ
ィ
ア

(ま
た
は
マ
フ
ィ
ア
的
ノ
メ
ン
ク
ラ
ト

ウ
↓

フ
)
」
が
土
地
を
籍

し
、

(饗

大
衆

が
ふ
た
た
び
土
地
か
ら
切
り
離

さ
れ
る
だ
ろ
・つ
と

い

っ
た
懸
念

が
土
地
商

品
化

へ
の
抵
抗
生

層

強
く
し

て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し

た
が

っ
て
、
た
と
え
ば

一
九
九
三
年

四
月

二
一二
日

の
大
統
領
令

で
も
、
土
地
供
与

の
さ

い
の
買
収

.

贈
収
賄

の
摘

発
を
内
務
省

に
指

示
せ
ざ
る
を
え

な
か

っ
た
の
で
あ

る
。
議
会

(人
民
代
議
員
大
会
と
最
高
会
議
)
で
は
、
共
産
主
義
者

グ

ル
ー

プ

は

「
市
場
経
済
」

へ
の
全
面
移
行
、
土
地
私
有
そ

の
も

の
に
反
対
し

て
い
た
。
議
会

の
多
数

は

「市

場
経
済
」

へ
の
移
行
そ

の
も

の
に

つ
い
て
は
支
持
し

て

い
た
が
、
土
地
売
買

の
自
由
化

を
含

む
そ

の
方
法

を
め
ぐ

っ
て
大
統
領
府
お
よ
び
政
府

と
対

立
し

て

い
た
。
議
会

の

憲
法
委
員
会

が
九

三
年

五
月
段
階

で
仕
上

げ
た

ロ
シ
ア
連
邦
憲
法
草
案

(憲
法
委
貫
会
と
し
て
の
最
終
草
案
)
で
は
、
土
地

の
私
的
所
有

は
認

め

て

い
る
が
、

土
地

が

「
人
民

の
財
産
」
で
あ
る

こ
と
を
引
続

き
う

た
う

と
と
も

に
、

「法
律

の
定

め
る
限
度
を
超
え

て
の
所
有
者

ま
た
は

占
有
者

へ
の
土
地
集
中

は
許
さ
れ
な

い
」

と
し

て
土
地
売

買
規
制

の
原
則
的
立
場

を
記

し
て

い
た

(五
八
条
)。

{
九
九
三
年
九
ー

一
〇
月

の
政
変

に
よ

っ
て
大
統
領
権
力

に
抵
抗
す

る
議
会

が
武
力
制
圧
さ
れ
た

こ
と
は
、
大
統
領
権
力

に
と

っ
て
土

地
商

品
化

.
土
地
市
場
形
成
政
策
実
現

の
機
会
到
来
を
意
味
し

た
。
大
統
領

は
、
新

し

い
議
会

の
選
挙
を
ま

つ
こ
と
な

く
、

こ
れ

に
着
手
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す

る
・

冗

九
三
年

一
〇
月

二
七
日

の
大
統
領
令

「
・
シ
ア

に
お
け
る
土
地
関

係

の
規
制

お
よ

び
農
業
改
革

の
発
展

に

つ
い
て
」
が
そ
れ

で
あ

る
・
同
年
末
・
大
統
領
主
導

で
制
定
さ
れ

た
新
憲

法

(
一
九
九
三
・
三

二

二

新
国
民
投
票
令

に
よ
る
国
民
投
票
成
立
)
は
、

こ
れ
を

憲
法
的

に
認
証
し
、

こ
れ
に
も

と
つ

い
て
大
統
領
令

(
一
二
月
二
四
日
)
を
も

っ
て
土
地
法
典

や
農
民
経
営

法

の
改

正
が
行

わ
れ
た
。

δ

月
二
七

日
大
統
領
令
は
、

「
土
地

の
所
薯

た
る
市
民

お
よ

び
法
人

は
、

土
地
ま
た
は
そ

の

一
部
を
、
売
却

.
遺
贈

.
贈
与
し
、
担

保

に
供

し

・

賃

貸

・交

換

し
、

ま

た
外

国

投
資

の
あ

る
も

の
を

含

む
株

式

会

社

、

有

限

.A
・
資

会

社

、

協

同

組

A
・
の
定

款

フ

ォ

ン
ド

(資
本
)

へ
の
出
資

と
し
て
引
渡
す
、
権
利
を
有
す

る
.
」

(二
条
)
と
し

て
土
地
処
分

の
畠

を
認
め
た
.
新
憲
法

は
、
「
私
的
所
有
権

は
法
律

に
よ

っ
て
保

護
さ
れ
る
」

(三
五
条
)
の
大

原
則

の
も
と
、
「
市
民

お
よ
び
そ

の
団
体

は
土
地
を
私
的
所
有

と
す

る
権
利

を
有
す
」
、
「
土
地

そ
の
他

の
自
然
資
源

の
占
有

・
使
用

・
処
分

は
、
環
境
を
損
な
う

こ
と
な
く
、
他

人

の
権
利

と
適
法
な
利
益
を
侵
さ
な

い
か
ぎ
り
、
そ

の
所
有
者

に
よ

っ
て
自
由

に
行

わ
れ
る
」

(三
六
条
)
と
宣

言
し
た
。

一
〇
月
大
統

領
令
は
、
相
続
可
能

な
終
身
占
有

ま
た
は
無

期
限

(恒
常
)
使
用

と
し
て
土
地
を
取
得

し
た
市

民
ま
た
土
地

を
賃
借
し
た
市

民

(自
然
人
か
ら
の
賃
借
を
除
く
)
は
、
現
行
法

に
し
た
が

い
、

そ
れ
ら

の
土
地
を
買

い
取

っ
て
そ

の
所
有
地

と
す

る
権
利
を
有
す
る

(三
条
)

と
し
て
・

土
地
法
典

に
お
け

る
独
自

の
土
地
占
有

・
使
用
体
系
を
所
有
権

に

一
元
化
す

る
方
向

を
示

し
た
。

こ
れ

に
し

た
が

い
、

土
地
法

典
改

正

に
よ
り
、

相
続
可
能

な
終
身

占
有
権

と
そ

の
相
続
権

お
よ
び
農
業
経
営
目
的

に
よ

る
相
続

規
制
、
無
期
限

(恒
久
)
使
用
権
制
、

.

ル
↑

ズ
の
土
地
所
有
権
規
定
、
土
地
用
途
法
定
制
お
よ
び
こ
れ
と
関
連
す
る
所
有
権

.
終
身
占
有
権

.
無
期
限
使
用
権

.
藩

惣

の

消
滅
事
由
な

ど
、

い
わ
ば
土
地
処
分

の
自
由
、
土
地

の
私
的
所
有
権

の
展
開
を
制

約
す

る
土
地
法
典
特
有

の
諸
規
定

は

一
掃
さ
れ
た
。

土
地
処
分

の
自
由

と

い

っ
て
も
、

む
ろ
ん
農
業
企
業

の
土
地
所
有

に

つ
い
て
は
そ
れ
な
り

の
制
約

が
あ

る
。

こ
れ

に

つ
い
て
は
、
市
民

ま

た
は
法
人
は
土
地
持

分

の
結
合

に
よ

っ
て
合
手
的
共
同
所
有

ま
た
は
持
分
的

共
同
所
有
を
形
成
す

る
こ
と
が
で
き

る
と
し
て
個
人
主
体

の
蔑

原
理

が
明
示
さ
れ

三

条
)
・
そ

の
メ

ン
づ

に
所
有

権
証
書

(持
分
籍

渠

田
)
が
山父
付

さ
れ

る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
が
、
持
分
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所
有
者

が
他

の
所
有
者

の
同
意

な
し
に
+
地
現
物
分
与
を
求

め
る
権

利

(但
し
農
事
試
験
所
、
教
育
研
究
実
習
農
場
等
は
除
外
)
を
有
す

る

の

は

「
農
民
経
営

を
行
う
」

と

い
う
目
的

に
よ

る
場
合

で
あ

る
。
担
保

に
供
す

る
権
利
、
賃
貸

・
遣
贈

の
権
利
な

ど
に
は
そ
う

し
た
制
約

は

付

さ
れ

て

い
な

い
が
、
他

の
所
有
者

の
同
意

な
し

に
集
団

の
他

の
メ

ン
バ
ー
や
他

の
市
民

・
法
人

に
売
却
す

る

の
は

「
農
産
物
生
産

の
た

め
」
と

い
う

目
的

に
制
約

さ
れ
、
そ

の
さ

い
集

団

メ

ン
バ
ー
は
他

の
買
手

に
た

い
し

て
優
先
取
得
権

を
も

つ
と
さ
れ
る

(五
条
)。
農

地
と

し

て
利
用
さ
れ

て
い
た
土
地
を
他
目
的

に
転
用
売
却
す

る
場
合
は
、
各

連
邦
主
体

の
執
行
機
関

の
決
定

を
要
す

る

(八
条
)
。

こ
れ
ら
は
、

一
方

で
は
メ

ン
バ
ー

の
離
脱

に
よ
る
個
人
農
民
経
営

の
創

設
を
奨

励
し

つ
つ
、
他
方

で
は
、

一
定

の
矛
盾

を
か
か
え
な

が
ら
も
、
農
業
企

業

の
経
営
維
持

の
考
慮
も

払

っ
て

い
る
も

の
と

い
え
よ
う

。

土
地
売
却

の
方
法

で
あ

る
が
、

一
般
的

に
は
入
札
ま

た
は
競
売

に
よ

っ
て
行
う

こ
と
が
で
き

る
が
、

以
前

に
市
民

の
使
用

に
供

せ
ら
れ

て

い
た
土
地

の
所
有
権
を
無
償

で
取
得
す

る
場
合

に
基
準
超
過
地
を
有
償

で
買

い
取

る
さ

い

(
一
九
九
三

・
四

・
一
ご
二

大
統
領
令
四
条
六
項

に
よ
る
)
、
私
有
化
企
業

が
土
地
を
買

い
取
る
さ

い

(
一
九
九
二
・六
二

四

大
統
領
令
に
よ
る
)
の
手
続
き
は
個
別

に
規
定
さ
れ
て

い
る

(入

条
)。

入
札

・
競
売

に

つ
い
て
は
、

一
九
九

三
年

一
二
月

↓
○
日

の
政
府
決
定

に
よ
り
ト

ル
グ

(入
札

・
競
売
を
行
う
認
可
取
引
所
)
を
通

じ

て
行
わ
れ

る
よ
う

に
規
定

さ
れ
て

い
た
が
、

こ
れ

が
す
ぐ

に
廃

止
と
な
り
、

土
地
取
引
を
行
う
別
個

の
行

政
機
関
を
設
置
す
る

こ
と
に
な

っ
た

(
一
九
九
三
・
一
二
・
二
四

大
統
領
令
)。

そ

の
こ

一
九
九
四
年

四
月

一
五
日

の
政
府
決
定

で
、

コ
ル
ホ
ー
ズ
な
ど

の
改
組

の
さ

い
に
土

地
持

分
所
有
者

た
ち
が
経
営
内
私
有
化
委
員
会

に
よ

っ
て
組
織
さ
れ
る

「
経
営
内

競
売

」
方
式

で
土
地
処
分

(再
分
配
)
を
行
う

「
ニ
ジ

ェ

(
18

>

ゴ
ー

ロ
ド
州
に
お
け

る
農
業
改
革

の
実
践
」

が

モ
デ

ル
と
し

て
推
賞

さ
れ
、
同
州

に
政
府

の
特
別
援
助
措

置
が
と
ら
れ

て

い
る
。

今
年
七

月

二
七
日

の
農
業
企
業
改
組
規
程

(大
統
領
令

で
承
認
)
に
よ
れ
ば
、

こ
の
経
営
内
競
売
方
式

は
土
地
取
得

が
農
業
経
営

の
た
め

に
行
わ
れ

(
19

)

る
場

合

に
限
定

さ

れ

る
よ

う

で
あ

る
。

そ
う

し

た
点

か

ら

み
る

と

、

入

札

・
競

売

等

土

地

取

引

の
方

法

は
多

様

に
な

っ
て

い
る

と
推

測

さ

れ

る
。
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土

地

市
場

形

成

の
た

め

に

は
、

当

然

の

こ
と
な

が
ら
多

く

の
関

連
法

規

の
制

定

が
必

要

と
さ

れ

る
。

一
〇
月

大

統

領

令

一
四
条

で
は
、

土
地

売

買

入
札

・
競

売

規

程

、

土

地

買

取

り

規

程

、

土

地

取

引

税

、

土
地

抵

当

規

程
等

が
列

挙

さ

れ

て

い
る

が
、

む
ろ

ん

こ
れ

ら

に

と

ど

ま

り

え

な

い
。

ま

た

、

そ

れ
ら

の
個

別

法

令

の
制

定

と
同
時

に
、
変

遷

を

重

ね
、

不

整

合

性

と
空

白

が

問

題

と
さ

れ

る

よ

に
な

っ
て

い
る

土
地

立

法

に
新

た

に

体
系

性

を

あ

た
え

る
基

本

法

の
制

定

も

急

務

と

さ

れ
、

新

し

い
土

地

法
典

が
準

備

さ

れ

て

い
る
。
新

憲

法

で
は

土
地

立

法

を

連
邦

と
連

邦

構
成

主

体

(共
和
国

・
ク
ラ
イ

・
州

・
自
治
州

・
自
治
区

・
モ

ス
ク
ワ
お
よ
び

ペ
テ

ル
ブ

ル
グ
)

と

の
共

同
管

轄
事

項

と
規

定

し

て

お

り
、

現

に

い
く

つ
か

の
共

和

国

(バ
シ

コ
ル
ト

ス
タ

ン
、

マ
リ

・
エ
ル
、

ア
デ
イ

ゲ
イ
、

カ
バ

ル
ジ
ノ

・
バ

ル
カ
ー

ル
な
ど
)

で

は
土

(
20

)

地
私
有

に

つ
い
て

ロ
シ
ア
連
邦

と
は
異
な

る
立
場

の
土
地
法
典

を
制
定
し

て

い
る

の
で
、
以
前

か
ら
構

想
さ
れ

て

い
た

「
ロ
シ
ア
連
邦

の

土
地
立
法

の
基
本
原

則
」

と

い
う

立
法
形
式
も
考
え
ら
れ
る

の
で
あ

る
が
、
論
議
さ
れ

て

い
る

の
は

「
土
地
法
典
」

で
あ

る
。

そ

の
成
り

ゆ
き
と
と
も

に
注
目

さ
れ
る

の
は
、
全
般
的
市
場
経
済
化

に
対
応
す

る
新
し

い
民
法
典

の
制
定

で
あ

っ
て
、
土
地
国
有
化

に
よ

っ
て
久
し

く
民
法

の
枠
外

に
お
か
れ
て
き

た
土
地
を

め
ぐ
る
法
的
諸
関

係
が
ど

の
よ
う

に
民
法

に
再
包

摂
さ
れ
る
か
も
注
目
さ
れ
る
。
補
涯

(21

>

一
九
九
三
年

一
〇
月
二
七

口
の
大
統
領
令

は
、
土
地
市
場
創

出

へ
の

「
性
急

な
志
向
」
示
す
も

の
と
み
ら
れ

て

い
る
が
、

い
ず
れ

に
し

て
も
、
「
農
業

の
危
機

」
打
開
を
掲
げ

て
開
始
さ
れ

た
土
地
改

革
は
、
「
市
場
経
済

」
へ
の
移
行

と

い
う

体
制
転
換

の
大
き
な
流
れ

の
中

で
、

政
治
的
転
変

と
絡

み
合
う
じ
ぐ
ざ
ぐ

の
過
程
を
経
な
が
ら
も

、
農
業
改
革

の
枠

を
超
え
る
土
地

の
私
有
化

と
そ

の
拡
大

の
路
線
を
進

み
、

土
地
市
場
形
成

へ
と
辿
り

つ
い
た
。

こ
の
中

に
あ

っ
て
、

「
保
守
的
」
立
場

か
ら
流

れ
に
抵
抗
す
る
声

は
も
と
よ
り
、
「
先
進
」
諸
国

に
み

ら
れ
る
よ
う
な
現
代
的
土
地
政
策

・
土
地
規
制

の
欠
如
を
嘆

く
声
も
少
な
く
な

い
。
土
地
私
有

の
廃
絶

と

い
う
未

踏

の
経
験
を
も

つ
こ
の

国

で
の
土
地
再
私
有
化

の
道

の
り
に
は
、
多

く

の
社
会
的
軋
礫

と
予
断
を
許

さ
な

い
問
題
群

が
控
え

て

い
る
。
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む
す
び
に
か
え
て

以
上

、

一
九
九
三
年
末
ま

で
の
土
地
所
有
制

変
革

の
推

移
を
お
お
ま
か
に
み
て
き

た
。

む
ろ
ん

こ
れ
は
、
そ
れ
自
体
過
程

の
中
間
的
整

理
作
業

で
あ

る
前
稿
を
補
う

た
め

の
政
策
立
法

の
変
遷

の
フ
ォ

ロ
ー

に
と
ど
ま

っ
て
お
り
、
実
態

の
解

明
に
か
わ
り
う

る
も

の
で
は
な

い
・

法
令
上

の
規
定

の
不
整
合
性

に
由
来
す

る
不

明

の
問
題
点
も
実
態

の
解

明

に
よ

っ
て
明
ら
か
に
な

る
は
ず

の
も

の
で
、

土
地
改
革

・
農
業

改
革

に

つ
い
て
の
全
体
的
評
価

と
と
も

に
、
今
後

の
研
究

に
ま
ち
た

い
。

こ
こ
で
は
、

む
す

び
に
か
え

て
現
時
点

で

の
改
革

の
動
向

に
触

れ
て
お
く
。

一
九
九

四
年
七
月
六

日
の

ロ
シ
ア
連
邦

政
府

決
定

「
一
九
九
四
-
二

九
九
五
年

の

ロ
シ
ア
連
邦

に
お
け

る
農
業
改
革
プ

ロ
グ

ラ

ム
」
は
、

農
業
改
革

の
最
初

の
諸
帰
結

と
し
て
、

コ
ル
ホ
ー
ズ
、

ソ

フ
ホ
ー
ズ

は
集

団
企
業

、
協
同
組
合
企
業
、
株
式
会

社
そ

の
他

の
私
的
農
業

企

業

に
改
組
さ
れ

て

(三
〇
%
以
L
の
コ
ル
ホ
ー
ズ
、

ソ
フ
ホ
ー
ズ
が
従
来
の
地
位
を
保
持
)
土
地

と
財
産

の
所
有
権

を
取
得
し
、
商
品
生
産

を
行

う

た
め
に
土
地

.財
産
を
農
民

の
所
有

に
引
き
渡
す

こ
と

に
よ

っ
て
二
六
万
九
〇

〇
〇

の
農
民

(フ
ァ
ー

マ
i
)
経
営

セ
ク
タ
ー
が
創
出

さ

れ
た

こ
と

(表
1
の
数
値
と
や
や
異
な
る
)
、

こ
う

し

て
新

し

い
農
業
構
造

が
創
造

さ
れ
、
農
業

に
お
け

る
商

品
生
産
者

の
権
利

が
拡
大
さ

れ

た

こ
と
を
積
極
的

に
評
価
す

る
と
と
も
に
、
し

か
し
同
時

に
、
生
産

の
低
落

、
農
業
企
業

の
支
払

い
能
力
欠
如
、
ト
ラ
ク
タ
ー
等

の
生
産

の
縮
小
、
肥
沃
な
土
地

の
減

少
、
育

種
労
働

の
凋
落
な

ど
複
雑

な
状
況
も
生

じ
て

い
る

こ
と
を
指
摘
し

て

い
る
。
後
者

の
問
題
点
は
批
判

派

の
鋭
く
指
摘
す

る
と

こ
ろ
で
あ

る
が
、
批
判

は
よ
り
厳
し
く
農
民
経
営

そ

の
も

の
の
農
民
経
営
と
し

て
の
存

立

の
困
難
性
、
集

団
農
業

企
業

の
解
体

と
土
地
再
配
分

の
社
会
的
不
公
正

に
む
け
ら
れ
て

い
る
。

そ
う
し

た
批
判

へ
の
対
応
と
し
て
、

こ
の

「
プ

ロ
グ
ラ

ム
」
は
、

土
地
売
買

に
お
け

る
土
地
投
機

、
買
収
、
個

々
人

の
手
中

へ
の
土
地
集

中

の
防
止
策
を
講
ず

べ
き

こ
と

(五
ー

二
)
、

コ
ル
ホ
ー
ズ
等

の
改

組

の
さ

い
の
土
地

.
財
産
分
割

に

つ
い
て
は
社
会
的

に
公

正
な
分
配
を
旨
と
し
、
ま
た
原
則
と
し

て
所
有
者

が
農
業
生
産

に
参
加
す

る
義
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務
を

お
う

べ
き

こ
と

(六
ー

一
)
を

一
般
的

に
宣
言
し

て
い
る
。

け

れ
ど
も
、
農
業

に
お
け

る
土
地
関
係

の
項

で
は
、
土
地
を
市
民

・市
民
団
体

お
よ

び
法
人

の
私
的
所
有

と
し

て
認
証
す

る

こ
と

(国
有

地
・
自
治
体
所
有
地
と
な
ら
ん
で
)
、
土
地
市
場
を
形
成

し
、
土
地
抵
当
制
を
導

入
す
る

こ
と
を
改
革
プ

ロ
グ

ラ

ム
の
目
標
と
し
て
明
確

に
掲

げ

て

い
る
。

七
月

二
二
日

に
こ
れ
ま
で
と
異
な

っ
て
議
会
立
法

の
形
を

と
る

こ
と
な
く
大
統
領

令
承
認

で
決
定

さ
れ

た

コ

九
九
四
年
七

月

一
日
以
後

の

ロ
シ
ア
連
邦

に
お
け

る
国
有

・
自
治
体
有
企
業

私
有
化
国
家
プ

ロ
グ

ラ

ム
基
本

規
程
」

は
、
広
範
な
私
的
所
有
者
層

の
形

成

と

「
戦
略
的
私
的
所
有
者
」
形
成

の
促
進
、
外
国

の
投
資

を
含
む
生
産

へ
の
投
資
誘
引
、
住
民

の
社
会
的
保
護
な
ら

び
に
私
的
所
有
者

(株
主
)
の
権
利
擁
護

の
諸
施
策
実
現
を
主
要
目
的

に
掲
げ

て

い
る
。

そ

の
う

ち

の

「
不
動
産
私
有
化
」
プ

ロ
グ

ラ

ム
に
お

い
て
は
、
売
却

さ
れ
な

い
土
地
を
㈲
法
律

が
私
有
化
特
別

レ
ジ
ー

ム
を
定

め
て

い
る
農
地

・
林
地

・
水
域
、
ω
公
共
用
地

(道
路
、
各
種
公
園
そ
の
他
)、

ω

連
邦
的
意
義

の
海
港

・
河

川
港

・
空
港

地

に
限
定

し
て
お
り
、

そ
れ
以
外

は

一
般
的

に
私
有
化

対
象

と
な

る

(賃
貸
さ
れ
て
い
る
非
住
宅
フ

ォ

ン
ド
客
体

11
建
物

・
施

設

・
敷
地
、

私
有

化
企
業

の
立
地
す

る
土
地
-

例
外
あ
り

、
そ

の
他
使

用
さ
れ
て

い
な

い
建
物

.
敷

地
、
市
民

.
団

体

に
企
業
活
動
用

に
供
与
さ
れ

て

い
る
土
地

お
よ

び
そ

こ
に
所

在
す

る
不

動
産
等
)
。

七

月

六

日

の
農

業
改

革

プ

ロ
グ

ラ

ム
で
は
、

外

国

市

民

.

法

人

は

別

に
定

め

る
場

合

以

外

は

土
地

所

有

取

得

権

な

く

、

賃

貸
権

を

み
と

め

ら

れ

る

の
み

と

さ
れ

て

い
る
が
、

二

二

日

の
企

業

私
有

化

プ

ロ
グ

ラ

ム

で
は

私
有

化

企
業

の
所

有

者

た

る

自
然

人

・
法

人

は
企

業

敷

地

所

有

権

取
得

の
権

利

あ

り

と

さ
れ

て
お

り

(四
-

五
)
、

既
述

の
よ

う

に
企

業

は

外

国

人

、

外
国

法

人

も

所
有

者

と

な

れ

る

の
で
、

こ

こ
で

は
農

業

に
お

け

る

土
地

関

係

と

は
逆

の
結

果

と
な

る
。

農

業

改

革

プ

ロ
グ

ラ

ム
で

は
、

こ
う

し

た
改

革

に
よ

っ
て
成

立
す

る
農

業

に

お
け

る
生

産

諸
関

係

の
編

成

を

、

国

家

セ
ク

タ
ー

、

集

団

セ
ク

タ

ー

(土
地
そ

の
他

の
生
産
手
段
を
合
有

と
し
、
経
営
資
産
価
値

の

一
定
部
分
を
不

可
分

フ
ォ
ン
ド

に
繰
り
入
れ
う

る
経
営
形
態
)
、
協

同

組

合

セ

ク
タ

ー

(生
産
、

サ
ー
ヴ
ィ

ス
、
信
用
、
保
険
)
、

株

式
会

社

セ
ク

タ

ー
、

農

民

経

営

1ー

フ
ァ
ー

マ
ー

.
セ

ク
タ

ー
、

小

商

品

セ

ク
タ

ー

(個

人
的
家
族
農
業
経
営
、

個
人
副
業

経
営
、
集
団
菜

園
・果
樹
園
、
家
畜
飼
育
組
合
等
)

と
し

て
示

し

て

い
る

(六
-

二
)。

ロ
シ

ア
農

業

は
お

そ

ら
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く

さ

し
あ

た

り

は

そ
う

し

た
諸

セ
ク

タ
ー

に

よ

る
複

合

的

構

成

を

と

る

こ
と

と
な

る

で
あ

ろ
う

が
、

経
済

構

造

の
も

と

で

ど

の
セ

ク

タ
ー

が
主

導

的

地

位

を

占

め
る

に

い
た

る

か

に
あ

る
。

こ
れ

に

つ
い

し

か
な

い
。

問
題

は
セ
ク
タ
i
間

の
比
重
、
市
場

て
は
時
間

の
経
過
を
ま

っ
て
論
じ

る
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前
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九

日
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政
府
決
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で
改
組

・
登
録

が
義

務
づ
け
ら
れ
た

の
ち
、
九

二
年

二
月

=
二
日
の

コ
ル
ホ

ー
ズ
貝
大

会

で
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「
コ
ル
ホ
ー
ズ

(農
業
生
産
協
同
組
合
)
模
範
定
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さ
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定
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更

の
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れ
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い
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と
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土地投機 が始 まる

大 土地所 有者が現れ る

次世代 の農 民の大 多数 は作 男 とな る

子 どもの教 育条件が悪 くな る

社 会;生 活条件が悪 くな る

農民 の子弟 には希望 す る職 業 ・教 育の選 択 の可

能性が な くな る

年金生活者 の立場 が悪 くな る

農民 の福祉 は,土 地 で働 くこ とに よってではな

く 「売 買」の巧 さによって規定 され る

農 民経営 者は民族的特牲 二集 団主義,相 互援助

を失 う一 一 これ は別 の民族 だ

持分 の大 きさの差か ら集 団内部 で争いが始 ま る

自由時間が減少す る

農民 の文化水準 が低下 す る
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六
〇
年
」

コ
ル
↑

ズ

の
実
例

が
詳
し
籍

介

さ
れ

て

い
る
.
。
竃
・
δ
・
書

§

薯

β

〉
『
§

=
。・
二

魯

。
慧

"
蕃

曾

=
§

婁

§

ぴ
㌔

。
§

費

雷
自

§

三

。
零

刈
.
S

蓮

土
地

の
売

買
価
格

は
、
本
来

は
土
地
市
場

の
存
在
を
前
提
と
し
て
形
成

さ
れ

る
も

の
で
あ
ろ
う

が
、

冗

九

一
年

一
〇
月

=

日

の
土
地

に
対
す

る
支

払

い
に
関
す

る
法
律
、

一
九
九

二
年
二
月
二
五
日

の
土
地
税

の
税
率

お
よ
び
土
地
基
準
価
格

の
決
定
手
続

き

に
関
す

る
政
府
決
定
・

こ
れ

の
改

正
と
し

て

の

一
九
九
四
年

=

月
三
日

の
土
地

の
基
準
価
格

の
決
定
手
続
き

に
関
す

る
政
府
決
定

で
み
る
か
ぎ
り

で
は
、
土
地
税

の
税
率

を
基
礎

と
し

て
そ

の
倍
数

に
よ
り
算
定
さ
れ
る
基
準
価
格

が
定
め
ら
れ
、
こ
れ
が
取
引

に
適
用
さ
れ

る
場
合

と
、
こ
れ

に
制
約
さ
れ
る

こ
と
な

く
売
買
価
格
が
設
定
さ
れ
る
場
合

(競

売

等
)
が
あ
り
、
皆

に
よ

.
て
す

で
に
市
場
価
格
が
形
成
さ
れ
て

い
る
も

の
に

つ
い
て
は
、
そ
れ

の
水
準

に
応
じ

て
割
増
し
係
数
を
乗
じ
て
基
準
価
格

が
設
定

さ
れ
る
場
合
も
あ
る
よ
う

で
あ

る
。

(
20
)

6
寓
・
昌

苔

譜
。
冨
。
国
る

2

。
』
臣

器

冨

臼
8

器

=
ω
。
竃
葭

ぎ

①
暑

黛。
国
。
切

8

薯

。
器

蕾

。
駆
で
。
。
。
塁

㍉

戸

一
〇
〇
鉾

濤

声

。
6

.刈
・

(
21

)

6

罫

E

鵠
冒
o
躍
ロ
』
o
国
斜

望
閑
99
ω
・
o
↓
信Ω
↓
『
節

o
↓
冒

.

①
一
.

補
注

本
稿
脱
稿
後

に
、

一
九
九
四
年

一
〇
月

二

一
日
採
択

の

ロ
シ
ア
連
邦
民
法
典
第

一
部

(第

一
編
総
則
、
第
二
編
所
有
権

お
よ

び
そ

の
他

の
物
権

、
第
三

編
債
権
総
則
)

が
公
表
さ
れ
た

(
ロ
シ
ア
新
聞
、

一
九
九

四

・
一
二

・
八
)
。
土
地
所
有

に

つ
い
て
は
第

二
編

一
七
章

h
土
地

に
た

い
す

る
所
有
権

お
よ

び
そ

の
他

の
物
権
」

が
こ
れ
を
規
定

し
て
お
り
、
そ

こ
で
は
相
続

可
能
な
終
身
占
有
概
念
も

み
ち
れ
る
。

こ
れ

の
検
討

は
別

の
機
会
に
試
み
た

い
・
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